
仕  様  書 

 

 

１．件名 

   「京都府後期高齢者医療の保険料改定のお知らせ」印刷及び新聞折込業

務 

 

２．業務の内容 

   令和６・７年度の後期高齢者医療の保険料改定についてのチラシの印

刷・新聞折込業務を行う。 

   原稿については、受注業者において作成し、紙面のデザイン、レイアウ

ト編集等を行い、その作成作業も業務に含まれるものとする。 

また、ホームページに掲載可能な電子ファイルを納品すること。 

 

３．規格等 

 （１）サイズ  Ｂ４判 両面印刷 

 （２）用 紙  Ｂ４判 ７０㎏ 

 （３）印 刷  カラー４色刷 

 （４）折込する新聞の種類  朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、京都新聞 

 （５）折込日  令和６年６月第一週の平日 朝刊 

 （６）配布地域 京都府内全域 

 

４．数量 

  ５２６，７５０部  

 

５．校正 

  ２回以上行う 

 

６．納品場所 

  折込事業所（５２６，７００部） 

  （京都府久世郡久御山町林鍬ノ本２番２８  

京都新聞折込サービスセンター 京都配送センター） 

  京都府後期高齢者医療広域連合（５０部）   

 

７．納入期限 

  折込事業者が指定する日 

  京都府後期高齢者医療広域連合へは令和６年５月２４日（金） 

 

８．委託期間 

  契約締結日から令和６年６月２８日 

 

９．その他 

  ○原稿については、別紙に掲げる項目についての内容を必ず記載すること

とする。 

  ○項目の構成や原稿の内容については広域連合が修正を加えることができ



るものとする。 

  ○不明な点については必ず事前に確認すること。 

  ○原稿については、広報のため広域連合のホームページなど他の媒体でも

活用する。 

  ○折込に係る費用は本業務に含まれているものとする。 

別紙 

 

・令和６・７年度の保険料率が決まりました。 

・保険料 

  ・保険料率 

  ・保険料の計算方法 

・保険料例（年額）＜均一保険料率＞ 

  ・単身世帯のケース（表） 

・所得の低い方の軽減措置 

  ・均等割額の軽減措置一覧表 

・後期高齢者医療制度のしくみ  

  ・公費負担 5割、支援金 4割、保険料 1割（図示） 

・保険料の上昇抑制に努めています 

  ・剰余金の活用等による保険料抑制 

・マイナンバーカード取得勧奨に関すること 

・問い合わせ先 

 


